
○猪名川町防災士資格取得に係る助成金等支援事業実施要綱 

平成２４年４月２７日 

要綱第１５号 

改正 平成２６年３月３１日要綱第１３号 

平成３１年３月３１日要綱第１３号 

令和２年３月３１日要綱第１７号 

令和３年７月１日要綱第６５号 

                         令和５年３月３１日要綱第２２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、平時には地域や企業での防災対策及び地域での啓発活動などを、被災

時には公的援助が行われるまで、地域のリーダーとして人命救助とともに被害を最小限に

抑える取り組みや避難所の運営などに助力できる住民を養成するため、日本防災士機構が

認定する防災士（以下「防災士」という。）の資格取得事業（以下「支援事業」という。）

に係る経費の一部を助成することにより、地域防災力の向上を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この要綱において助成の対象となる者は、猪名川町内に在住し、地域貢献を行う者

で、在住する地域の防災関係団体（自主防災会、まちづくり協議会など）から推薦を受け、

受講後に推薦を受けた地域の防災関係団体の各種防災活動に協力する者とする。 

（助成の内容） 

第３条 町長は、前条の対象者に対し、支援事業に必要な経費の一部を予算の範囲において

助成するものとする。 

（対象経費） 

第４条 この助成の対象となる経費は、次に掲げる経費とし、２０，０００円を限度とする。 

（１） 防災士試験受験料 

（２） 日本防災士機構への登録料 

（３） 防災士試験用テキスト料 

（４） 当該支援事業に要した交通費及び宿泊費 

（５） その他、資格取得に必要な経費であり、町長が必要と認めるもの 

（助成金の交付申請） 

第５条 この事業の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、猪名川町防災

士資格取得に係る助成金等支援事業申請書兼推薦書（様式第１号）を町長に提出するもの



とする。この場合において、兵庫県が実施するひょうご防災リーダー講座を受講しなけれ

ばならない。 

（助成金の交付決定） 

第６条 町長は、前条前段の規定する申請を受理したときは、第２条の規定に適合するかを

審査し、助成金の交付の適否を決定する。 

２ 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、猪名川町防災士資格取得に

係る助成金交付決定通知書（様式第２号）により、交付しないことを決定したときは、猪

名川町防災士資格取得に係る助成金不交付決定通知書（様式第３号）により、当該申請者

に通知する。 

３ 町長は、助成金の交付を決定する場合において、当該助成金の交付の目的を達成するた

め必要があると認めるときは、条件を付することができる。 

（実績報告） 

第７条 申請者は、当該支援事業が完了したときは、速やかに猪名川町防災士資格取得に係

る助成金等支援事業実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しな

ければならない。 

（１） 対象講座を修了したことを証する書面の写し 

（２） 日本防災士機構に防災士として登録されたことを証する書面の写し 

（３） 当該支援事業に要した経費の領収を証明する書類の写し 

２ 申請者は、防災士登録を行った日から１月以内に実績報告書を提出しなければならない。

ただし、やむを得ない事由があると町長が認めたときは、この限りでない。 

（助成金額の確定） 

第８条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、その報告に係る支援事

業等の成果が、助成金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたと

きは、交付すべき助成金の額を確定し、当該申請者に猪名川町防災士資格取得に係る助成

金交付確定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求） 

第９条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、猪名川町防災士資格取得に係る

助成金交付請求書（様式第６号）に前条の確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなけ

ればならない。 

２ 町長は、前項の規定に基づく請求があったときは、助成金を交付するものとする。 

（助成金の決定の取消し等） 



第１０条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 助成金を当該支援事業以外の用途に使用したとき。 

（２） 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） 支援事業の申請内容等を町長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。 

（４） 支援事業等に関して、詐欺その他不正行為を行ったとき。 

（５） その他法令、条例若しくはこの要綱又はこれらに基づき町長が行った指示に違反

したとき。 

２ 前項の規定は、支援事業等について交付すべき交付金等の額の確定があった場合におい

ても適用があるものとする。 

（助成金の返還） 

第１１条 町長は、前条第１項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、

支援事業等の当該助成金が既に交付されているときは、申請者に対して期限を定めて、助

成金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

（帳簿等の備付け） 

第１２条 支援事業に係る庶務は、企画総務部生活安全課において処理することとし、当該

支援事業等にかかる収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類を備付け、当該事業完了後５

年間保存しなければならない。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は、別に町長が定

める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日要綱第１３号） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月３１日要綱第１３号） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日要綱第１７号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年７月１日要綱第６５号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 



附 則（令和５年３月３１日要綱第２２号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

 


